
 

               

 

 

通学路に面するブロック塀等対策の強化について 
 

 

ブロック塀等耐震対策事業補助金について、子どもの安全対策として平成３１年度

から「すべての通学路」を補助要件に拡充して募集を実施します。 

 

【補助制度の概要】 

 ・塀の種類  通学路又は建築基準法上に規定する道路に面する塀で、補強コンク 

リートブロック造 、石造、れんが造その他これらに類する造りの塀 

・対象事業  塀の撤去又は撤去後、軽量なフェンスの新設 

・補 助 額  最大４０万円（①＋②）  

①「撤去費」又は「対象の塀を撤去する長さ(ｍ)×１万５千円」のうち、 

いずれか少ない額の９/１０ 

②「新設費」又は「対象の塀を新設する長さ(ｍ)×１万５千円」のうち、 

いずれか少ない額の９/１０ 

 

   ※補助申請前には、建築基準法上の道路でない場合は、「通学路」の確認等が 

    必要です。（詳細は、保健給食管理課までお問い合わせください。） 

 

【ポスティング結果】 

  和歌山市立の幼稚園、小・中学校、義務教育学校の全通学路沿道の３段以上、道路 

 面からの高さ６０ｃｍ以上のブロック塀の所有者等に、安全点検や必要な対策を講 

 ていただくよう、ポスティングを実施しました。 

実施期間 平成３１年１月１５日（火）～平成３１年２月２６日（火） 

ポスティング件数 １１，８６９件 

問い合わせ件数 ３８９件 
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